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「留意事項」 

通所介護・通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 

 

【共通事項】 

１ 共通資料の当該資料を参照してください。 

（１） 各サービスに共通する事項について、資料 1を参照してください。 

（２） 認知症に係る基礎的な研修を受講させるための必要な措置について、資料 2を参照してください。 

（令和 6年 3月までは努力義務） 

（３） ハラスメント防止に係る事業主の取るべき措置について、資料 3を参照してください。  

（４） 業務継続計画の策定等について、資料 4を参照してください。（令和 6年 3月までは努力義務）  

（５） 感染症の予防及びまん延防止のための措置について、資料 5を参照してください。 

（６） 虐待の防止について、資料 6を参照してください。（令和 6年 3月までは努力義務）  

 

 



- 2 - 

 

【通所介護】 

１ 内容及び手続の説明 

（１） 重要事項 

説明が必要な重要事項は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第

三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等とされていま

す。 

 

２ 通所介護計画の作成 

（１） 通所介護計画には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成

するための具体的なサービスの内容等を記載しなければなりません。 

（２） 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければなり

ません。 

（３） それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う必要があります。 

（４） 通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得て、通所介護計

画を交付しなければなりません。 

（５） 通所介護計画を交付したことを記録してください。 

（６） 通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行う

ものとするとされています。 
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３ 運営規程の記載内容 

（１） 営業日及び営業時間 

８時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行う事業所にあっては、サービス提供時間とは別に当該延

長サービスを行う時間を運営規程に明記する必要があります。 

 

（２） 介護の内容 

「介護の内容」については、入浴、食事の有無等のサービスの内容を指すものとされています。 

 

（３） 非常災害対策 

 非常災害に関する具体的計画を指すものされています。 

 

４ 掲 示 

（１） 掲示すべき内容は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者

評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等となっています。 
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【通所リハビリテーション】 

１ 内容及び手続の説明 

（１） 重要事項 

説明が必要な重要事項は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等とされています。 

 

２ 通所リハビリテーション計画の作成 

（１） 通所リハビリテーション計画は、医師等の従業者が、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心

身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービ

スの内容等を記載しなければなりません。 

（２） 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成

しなければなりません。 

（３） それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載する必

要があります。 

（４） 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、

利用者の同意を得て、通所リハビリテーション計画を交付しなければなりません。 

（５） 通所リハビリテーション計画を交付したことを記録してください。 
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３ 運営規程の記載内容 

（１） 営業日及び営業時間 

７時間以上８時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続して延長サービスを行う事業所にあっては、サービス提供時間と

は別に当該延長サービスを行う時間を運営規程に明記する必要があります。 

 

（２） 介護の内容 

「介護の内容」については、入浴、食事の有無等のサービスの内容を指すものとされています。 

 

（３） 非常災害対策 

 非常災害に関する具体的計画を指すものされています。 

 

４ 掲 示 

（１） 掲示すべき内容は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等となっています。 
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【地域密着型通所介護】 

１ 内容及び手続の説明 

（１） 重要事項 

説明が必要な重要事項は、重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供する

サービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等

とされています。 

 

２ 地域密着型通所介護計画の作成 

（１） 地域密着型通所介護計画には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該

目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなければなりません。 

（２） 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成し

なければなりません。 

（３） それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う必要

があります。 

（４） 地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得て、

地域密着型通所介護計画を交付しなければなりません。 

（５） 地域密着型通所介護計画を交付したことを記録してください。 

（６） 地域密着型通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価について

も説明を行うものとするとされています。 
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３ 運営規程の記載内容 

（１） 営業日及び営業時間 

８時間以上９時間未満の地域密着型通所介護の前後に連続して延長サービスを行う事業所にあっては、サービス提供時間とは

別に当該延長サービスを行う時間を運営規程に明記する必要があります。 

 

（２） 介護の内容 

「介護の内容」については、入浴、食事の有無等のサービスの内容を指すものとされています。 

 

（３） 非常災害対策 

 非常災害に関する具体的計画を指すものされています。 

 

４ 掲 示 

（１） 掲示すべき内容は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者

評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等となっています。 
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【認知症対応型通所介護】 

１ 内容及び手続の説明 

（１） 重要事項 

説明が必要な重要事項は、重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供する

サービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等

とされています。 

 

２ 認知症対応型通所介護計画の作成 

（１） 認知症対応型通所介護計画には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当

該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなければなりません。 

（２） 認知症対応型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成

しなければなりません。 

（３） それぞれの利用者について、認知症対応型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う必要

があります。 

（４） 認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得

て、認知症対応型通所介護計画を交付しなければなりません。 

（５） 認知症対応型通所介護計画を交付したことを記録してください。 

（６） 認知症対応型通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価につい

ても説明を行うものとするとされています。 
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３ 運営規程の記載内容 

（１） 営業日及び営業時間 

８時間以上９時間未満の認知症対応型通所介護の前後に連続して延長サービスを行う事業所にあっては、サービス提供時間と

は別に当該延長サービスを行う時間を運営規程に明記する必要があります。 

 

（２） 介護の内容 

「介護の内容」については、入浴、食事の有無等のサービスの内容を指すものとされています。 

 

（３） 非常災害対策 

 非常災害に関する具体的計画を指すものされています。 

 

４ 掲 示 

（１） 掲示すべき内容は、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者

評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）等となっています。 

 

５ 地域密着型サービスにおける必要な研修の未受講者を配置する場合について、共通資料集の資料７を参照

してください。 

 

 


